
- 1 -

平成２１年度経営局予算概算決定の重点事項

平成２０年１２月２４日

経 営 局

意欲と能力のある担い手を育成するため、水田・畑作経営所得安定対策を着実に推

進するとともに、担い手の経営発展のための支援を充実。また、食料の生産基盤であ

る農地の確保・有効利用を促進するため、委任・代理等の方式で農地を面的に集積し

ていく仕組みの実証等を推進。あわせて、農内外からの若者をはじめとした多様な人

材の活躍できる環境づくりを推進。

※（ ）内は２０年度予算額１ 意欲と能力のある担い手の育成

水田・畑作経営所得安定対策（品目横断的経営安定対策）については、市町村特認

制度の創設、申請手続の簡素化、交付金支払時期の前倒し等、制度の改善内容を周知

しながら着実に推進。また、企業的な農業経営を目指した経営展開の取組への支援、

経営の法人化の促進、集落営農の発展段階に応じたきめ細かな支援等を実施。

１ 水田・畑作経営所得安定対策の着実な推進

水田作及び大規模畑作を中心に、土地利用型農業の担い手を生産条件不利補正対

策（販売収入では賄えない生産コストの補てん）及び収入減少影響緩和対策（販売

） 。 、 、収入の減少に対する補てん により支援 なお 収入減少影響緩和対策については

２０年産から２０％の減収に備えた積立金拠出コースを新設したことから、これに

見合う国の交付金を措置。

また、本対策には、高齢者や小規模な農家であっても、面積・所得の特例や市町

村特認を活用したり集落営農組織へ参加することにより、加入できることから、そ

の内容を現場に周知しながら、着実に推進。

【生産条件不利補正対策（２１年産 （特会） １５４，９０６（１５３，１５３）百万円】）

【収入減少影響緩和対策（２０年産 （特会） ７５，７５６（５５，５１７）百万円】）

２ 企業的な農業経営を目指した経営展開の取組への支援

企業的な農業経営を目指して、既存又は新設の農業法人が、地域の農業者や食品メ

ーカー等の企業などとの多様なネットワークを形成することにより、農業界における「新た

な経営展開の形」を確立する取組等を支援。

【農業法人経営発展支援事業 ２００（０）百万円】
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３ 担い手の経営再生や担い手への経営資源の円滑な承継の支援

担い手の経営再生や担い手への経営資源の円滑な承継を支援する農業再生委員会

について、全国段階に弁護士、公認会計士などの専門家で構成する支援チームを設

置し、農業再生委員会の設置促進や機能強化を図る。また、農地保有合理化法人が

、 、農業再生委員会と連携して行う 農地等の適正な買入価格の査定等の取組を推進し

経営困難に陥った農業者の農地等が円滑に担い手に承継されるようにする。

【担い手育成支援事業 １３４（１１５）百万円】

【農地保有合理化促進事業のうち経営再生支援事業（特会） ８９（０）百万円】

４ 担い手育成・確保支援対策の充実

担い手育成総合支援協議会による経営診断・指導活動を各種の担い手向け支援策

と一体的に実施し、適切な経営管理を通じた担い手の経営改善を推進。

また、担い手の法人化を促進するため法人化を契機として農業用機械等を導入す

る場合のリース料助成等を創設。

さらに、集落営農の発展段階に応じたきめ細かな支援、融資主体で農業機械・施

設等を導入する際の自己負担部分の軽減措置、スーパーＬ資金等の無利子化等を引

き続き実施。

このほか、本年１０月に決定された「生活対策」等に基づき、省エネルギー型機

械等を導入する場合や新たに集落営農への発展を目指す事業体が機械等を導入する

場合のリース料助成を拡充するほか、適正な財務諸表を作成し経営改善に取り組む

農業者に対し資金借り入れの際の保証料負担を軽減する措置を創設。

【担い手アクションサポート事業 ３，００６（２，２５０）百万円】

【担い手経営展開支援リース事業 ６０２（６９７）百万円】

（別途２０年度補正予算分 １，７００百万円）

【地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業 ８，１３６（６，４８０）百万円】

【 別途２０年度補正予算分）農業経営支援緊急対策保証料助成金交付事業 ６０５百万円】（

２ 食料の生産基盤である農地の確保・有効利用の促進

食料の生産基盤である農地の確保・有効利用を促進するため、本年１２月に決定・

公表した「農地改革プラン」に基づき、農地政策改革を順次具体化すべく、委任・代

理等の方式で農地を面的に集積していく実証的な取組等を推進するとともに、農地情

報の共有化を推進。
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１ 農地を確保し最大限利用する地域の取組の推進

農地を確保し最大限利用するため、地域の農地の受け手の状況に応じて、特定農

業法人等による耕作放棄地等の引受け、市町村農地保有合理化法人等による農地の

、 。保全管理 委任・代理等の方式で農地を面的に集積していく実証的な取組等を推進

【農地確保・利用支援事業（特会） ７，０７９（０）百万円】

【農地確保・利用推進体制支援事業（特会） ４８３（０）百万円】

２ 農地情報の共有化

平成２１年度までに農地情報図の基盤となる地図を整備し、これに農地の所有や

利用の状況等に関する情報を付加することにより、市町村単位で関係機関が共通し

て関連情報を活用できるよう支援。また、貸出農地及び賃借料等に関する情報につ

いて、新規参入者等が全国どこからでもアクセスできる体制を整備。

【水土里情報利活用促進事業（農村振興局計上） ８，０９７（９，６９９）百万円】

【農地情報共有化支援事業 １，０６２（８６８）百万円】

【農地情報提供支援事業 ２０（０）百万円】

３ 不在村地主の特定・意向確認

耕作放棄地対策の一環として、農地の有効利用に向けた取組に当たり障害となっ

、 。ている不在村地主等の実態の把握 農地所有者等の将来の経営意向の確認等を実施

【担い手アクションサポート事業 ３，００６（２，２５０）百万円の内数】

３ 若者をはじめ農内外の多様な人材が活躍できる環境づくり

就農形態が多様化する中で若者等の就農を促進するため、農業法人等における実践

研修を推進。また、農村における高齢者グループの経験や技術の活用、農村における

女性の起業活動等を促進し、多様な人材が活躍できる環境づくりを推進。

１ 若者等の就農促進

若者等の就農を促進し、将来の我が国農業の担い手の確保・育成を図るため、就

農に意欲を有する農内外の多様な人材に対して、情報提供・相談、体験・研修・参

入準備、定着の各段階に応じたきめ細やかな支援を実施。

特に、本年１０月に決定された「生活対策」等に基づき、農業法人等において農

業技術・経営ノウハウを習得するための実践研修（ 農」の雇用事業）を推進する「
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ことにより、若者等の農業法人等への就業を促進。

【農業再チャレンジ支援事業 ４０６（５８６）百万円】

【 別途２０年度補正予算分 「農」の雇用事業 １，６６１百万円】（ ）

２ 女性や高齢者が活躍できる環境づくり

農村における高齢者の健康現役社会の実現に向け、高齢者グループの経験・技術

の活用や健康管理活動等の支援を総合的に実施。

また、農村における女性の起業活動の高度化を図るため、商工業者等との連携活動に

関する実証や経営戦略マニュアルの作成等を実施。

さらに、農業分野での障害者の雇用促進に向け、農業法人等における障害者雇用の

取組の実証や普及啓発を実施。

【シニア能力活用総合対策事業 ５７（０）百万円】

【農業・農村男女共同参画チャレンジ総合推進事業 １０９（１２７）百万円】

【障害者アグリ雇用推進事業 ２９（０）百万円】

４ その他

１ 制度資金の円滑な融通

・株式会社日本政策金融公庫関係

株式会社日本政策金融公庫補給金 ３４，９５４(３６，４９０ )百万円※

※ 前年度の予算額は、農林漁業金融公庫補給金と株式会社日本政策金融公庫補給金を合算したもの

危機対応円滑化業務利子補給金（新規） １５６(０)百万円

危機対応円滑化業務補助金 ５５(３０)百万円

株式会社日本政策金融公庫出資金（証券化支援業務） ６６５(４６８)百万円

・農業信用保険事業交付金 ７７０(７７０)百万円

２ 農業共済、農業者年金制度、農業委員会

・農業共済事業事務費負担金 ４５，５８５(４５，９０５)百万円

・共済掛金国庫負担金 ５２，６０５(４８，８２１)百万円

・農業者年金給付費等負担金 １２３，１６２(１２３，５０７)百万円

・農業委員会交付金 ４，７７６(４，７７６)百万円


